










































○世界気象機関条約（昭和28年条約第18号） 

（国内最終改正：昭和59年外務省告示第505号） 

 

世界の気象及び関連業務を調整し、統一し、及び改善し、並びに各国間の気象及び関連

情報の効果的な交換を奨励し、もつて人類の活動に資するため、締約国は、この条約を次

のとおり協定する。 

 

第１部 設立 

第１条 

世界気象機関（以下「この機関」という。）をこの条約により設立する。 

 

第２部 

第２条 目的 

この機関の目的は、次のとおりとする。 

(a) 気象観測及び水文観測その他気象と関連のある地球物理学的観測を行うための観

測網の確立について世界的協力を容易にし、並びに気象及び関連業務の実施につき

責任を有する中枢の確立及び維持を助長すること。 

(b) 気象及び関連情報を迅速に交換するための組織の確立及び維持を助長すること。 

(c) 気象及びその関連する観測の標準化を助長し、並びに観測の結果及び統計の統一

のある公表を確保すること。 

(d) 航空、航海、水に関する問題、農業その他の人類の活動に対する気象学の応用を

助長すること。 

(e) 実務水文学に関する活動を促進し、並びに気象機関及び水文機関の間の密接な協

力を助長すること。 

(f) 気象及び適当な場合には関連分野に関する研究及び教育を奨励し、並びにその研

究及び教育の国際的な面の調整を援助すること。 

 

第３部 構成 

第３条 構成員 

次のものは、この条約で定める手続きによりこの機関の構成員となることができる。 

(a) 1947年９月22日にワシントンに招集された国際気象機関の気象台長会議に代表者

を出した国すなわちこの条約の第１附属書に掲げる国で、この条約に署名し、且つ、

第32条に従つてこれを批准し、又は第33条に従つてこれに加入するもの 

(b) 気象機関を有する国際連合の加盟国で、第33条に従つてこの条約に加入するもの 

(c) 国際関係の処理について完全な責任を有し、且つ、気象機関を有するが、この条

約の第１附属書に掲げられず、且つ、国際連合の加盟国でもない国で、加盟の申 請

をこの機関の事務局に提出し、且つ、本条(a)、(b)及び(c)に定めるこの機関の構成

員の３分の２によるその申請の承認があつた後、第33条に従つてこの条約に加入す

るもの 



(d) 自己の気象機関を有し、且つ、この条約の第２附属書に掲げられる領域又は領域

の集合で、1947年９月22日にワシントンに招集された国際気象機関の気象 台長会

議に代表者を出した国すなわちこの条約の第１附属書に掲げる国のうち国際関係に

ついて責任を有する１又は２以上の国により、第34条(a)に従つて この条約を適用

されるもの 

(e) 自己の気象機関を有するが、国際関係の処理について責任を有せず、且つ、この

条約の第２附属書に掲げられていない領域又は領域の集合で、第34条(b)に 従つて

この条約を適用されるもの。但し、その領域又は領域の集合については、その国際

関係について責任を有する構成員が加盟の申請を行い、且つ、その加盟 の申請が

本条(a)、(b)及び(c)に定めるこの機関の構成員の３分の２によつて承認されなけれ

ばならない。 

(f) 自己の気象機関を有し、且つ、国際連合により施政が行われる信託統治地域又は

その集合で、国際連合により第34条に従つてこの条約を適用されるもの 

この機関への加盟の申請に当つては、本条のいずれの項に従つて加盟が申請されるか

を明らかにしなければならない。 

 

第４部 組織 

第４条 

(a) この機関は、次のものからなる。 

(1) 世界気象会議（以下「会議」という。） 

(2) 執行理事会 

(3) 地区気象協会（以下「地区協会」という。） 

(4) 専門委員会 

(5) 事務局 

(b) この機関に、総裁及び副総裁３人を置き、それらの者にそれぞれ会議の議長及び

副議長並びに執行理事会の理事長及び副理事長を兼ねさせる。 

 

第５条 

この機関の活動及びその業務の処理は、この機関の構成員が決定する。 

(a) 前記の決定は、通常、会議が会期中に行なう。 

(b) もつとも、会議の会期と会期との間において緊急の措置が必要とされるときは、

この条約で会議が決定することになつている事項を除くほか、決定は、また、通信

により行なうことができる。通信による投票は、事務局長がこの機関の構成員の過

半数の要請を受領したとき、又は執行理事会が決定したときに行なう。 

前記の場合における投票は、第11条及び第12条並びに一般規則（以下「規則」という。）

に従つて行なう。 

 

第５部 この機関の役員及び執行理事会の理事 

第６条 



(a) この条約の目的のためにこの機関の構成員がその気象機関又は水文気象機関の長

に任命した者のみが、規則の定めるところにより、この機関の総裁及び副総裁、 地

区協会の会長及び副会長並びに、第13条(c)(ⅱ)の規定に従うことを条件として、執

行理事会の役員として選挙される資格を有する。 

(b) この機関のすべての役員及び執行理事会のすべての理事は、その任務の遂行に当

たり、この機関の代表者として行動すべきであり、この機関の特定の構成員の代表

者として行動すべきでない。 

 

第６部 世界気象会議 

第７条 構成 

(a) 会議は、構成員の代表の総会であり、この機関の最高機関である。 

(b) 各構成員は、代表の１人を会議の首席代表として指定する。その者は、その構成

員の気象機関又は水文気象機関の長でなければならない。 

(c) できる限り広い分野の技術的代表を確保するため、総裁は、気象機関又は水文気

象機関の長その他の者に対し、規則の規定に従い、会議に出席し、かつ、その討論

に参加するよう招請することができる。 

 

第８条 任務 

会議の主たる任務は、この条約の他の条に規定する任務のほか、次のとおりとする。 

(a) 第２条に定めるこの機関の目的を遂行するための一般政策を決定すること。 

(b) この機関の目的の範囲内の問題について構成員に勧告をすること。 

(c) この条約の規定の範囲内の問題でこの機関のいずれかの機関が取り上げる権限を

有するものをその機関に付託すること。 

(d) この機関の諸機関の手続を定める規則、特に、一般規則、技術規則、会計規則及

び職員規則を決定すること。 

(e) 執行理事会の報告及び活動を審議し、それらについて適当な措置を執ること。 

(f) 第18条の規定に従つて地区協会を設置し、その管轄区域を決定し、その活動を調

整し、及びその勧告を審議すること。 

(g) 第19条の規定に従つて専門委員会を設置し、その付託事項を決定し、その活動を

調整し、及びその勧告を審議すること。 

(h) 必要と認める追加の機関を設置すること。 

(i) この機関の事務局の所在地を決定すること。 

(j) この機関の総裁及び副総裁並びに執行理事会の理事（地区協会の会長を除く。）

を選挙すること。 

会議は、また、この機関に関係のある事項について他の適当な措置を執ることができ

る。 

 

第９条 会議の決定の実施 

(a) すべての構成員は、会議の決定を実施するため全力を尽さなければならない。 



(b) もつとも、構成員は、会議が採択した技術的決議中のある規定を実施することが

不可能であると認めたときは、この機関の事務局長に対し、その実施不可能が一時

的なものか又は決定的なものかを通知し、且つ、その理由を明示しなければならな

い。 

 

第10条 会期 

(a) 会議は、通常、できる限り４年に近い間隔を置いて、執行理事会が決定する場所

及び日に招集する。 

(b) 特別会議は、執行理事会の決定により招集することができる。 

(c) 事務局長は、この機関の構成員の３分の２の要請を受領したときは、通信による

投票を行ない、構成員の単純過半数が賛成するときは、特別会議が招集される。 

 

第11条 表決 

(a) 各構成員は、会議の投票において一個の投票権を有する。ただし、次の事項につ

いては、この機関の構成員で国であるもの（以下「国である構成員」という。）の

みが、投票し、又は決定を行なうことができる。 

(1) この条約の改正若しくは解釈又は新条約の提議 

(2) この機関への加盟の申請 

(3) 国際連合その他の政府間機関との関係 

(4) この機関の総裁及び副総裁並びに執行理事会の理事（地区協会の会長を除

く。）の選挙 

(b) 決定は、この機関のいずれかの職につく個人の選挙が投票の単純多数決によるの

ほか、賛成及び反対の投票の３分の２の多数決による。もつとも、本項の規定は、

第３条、第10条(c)、第25条、第26条及び第28条の規定に従つて行なわれる決定には

適用しない。 

 

第12条 定足数 

会議の会合の定足数を構成するためには、構成員の過半数の代表の出席を必要とする。

第11条(a)に列挙する事項について決定が行なわれる会議の会合については、その定足

数を構成するためには、国である構成員の過半数の代表の出席を必要とする。 

 

第７部 執行理事会 

第13条 構成 

執行理事会は、次の者で構成する。 

(a) この機関の総裁及び副総裁 

(b) 地区協会の会長。これらの者は、規則で定めるところに従つて代理者を会合に出

すことができる。 

(c) この機関の構成員の気象機関又は水文気象機関の長26人。これらの者は、代理者

を会合に出すことができる。ただし、次のことを条件とする。 

(ⅰ) 代理者については、規則で定めるところに従うこと。 



(ⅱ) この機関の総裁及び副総裁、地区協会の会長並びに26人の選挙される気象機

関又は水文気象機関の長を考慮に入れて、執行理事会の９人より多い理事又

は３人より少ない理事が同一の地区から出てはならないこと。地区は、規則

に従つて各構成員について定められる。 

 

第14条 任務 

執行理事会は、この機関の執行機関であり、会議の決定に従つて行なうこの機関の計

画の調整及び予算上の財源の利用に関し、会議に対して責任を有する。 

執行理事会の主たる任務は、この条約の他の条に定める任務のほか、次のとおりとす

る。 

(a) この機関の構成員が会議において又は通信により行なつた決定を実施し、及びそ

の決定の趣旨に従つてこの機関の活動を管理すること。 

(b) 事務局長が作成する次の会計期間における計画及び予算見積書を審査し、並びに

それらについての意見及び勧告を会議に提出すること。 

(c) 規則で定める手続に従つて、地区協会及び専門委員会の決議及び勧告について、

措置を審議し、及び、必要があるときは、この機関のために措置を執ること。 

(d) この機関の活動の分野において、技術的な情報、助言及び援助を与えること。 

(e) 国際的な気象及びこれに関連するこの機関の活動に関する問題について研究し、

及び勧告をすること。 

(f) 会議の議事日程を作成し、並びに地区協会及び専門委員会に対してその作業計画

の作成について指導すること。 

(g) その活動について会議の各会期に報告すること。 

(h) この条約の第11部の規定に従つてこの機関の会計を管理すること。 

執行理事会は、また、会議により又は構成員の全体により与えられるその他の任務を

遂行することができる。 

 

第15条 会期 

(a) 執行理事会は、この機関の総裁が理事会の他の理事と協議した上で決定する場所

及び日に、通常、少なくとも年に１回会期を開催する。 

(b) 執行理事会の特別会期は、事務局長が執行理事会の理事の過半数の要請を受領し

た後、規則で定める手続に従つて招集される。この会期は、また、この機関の総裁

と３人の副総裁との間の合意により招集することができる。 

 

第16条 表決 

(a) 執行理事会の決定は、賛成及び反対の投票の３分の２の多数決による。執行理事

会の各理事は、２以上の資格をもつ理事である場合にも、１個の投票権のみを有す

る。 

(b) 執行理事会は、会期と会期との間においては、通信による投票を行なうことがで

きる。この投票は、(a)及び第17条に従つて行なう。 

 



第17条 定足数 

執行理事会の会合の定足数を構成するためには、理事の３分の２の出席を必要とする。 

 

第８部 地区協会 

第18条 

(a) 地区協会は、気象網の全部又は一部をその地区内に有するこの機関の構成員で構

成する。 

(b) この機関の構成員は、自己の所属しない地区協会の会合に出席し、その討論に参

加し、及び自己の気象機関又は水文気象機関に影響を及ぼす問題に関し意見を述べ

ることができる。但し、投票権を有しない。 

(c) 地区協会は、必要がある都度会合する。会合の日時及び場所は、この機関の総裁

の同意を得て、地区協会の会長が決定する。 

(d) 地区協会の任務は、次のとおりとする。 

(ⅰ) その地区において会議及び執行理事会の決議の実施を促進すること。 

(ⅱ) 執行理事会により注意を喚起された問題を審議すること。 

(ⅲ) 一般的な問題を討議し、並びにその地区において気象業務及びこれに関連す

る業務を調整すること。 

(ⅳ) この機関の目的の範囲内の問題に関して会議及び執行理事会に勧告をする

こと。 

(ⅴ) 会議により与えられるその他の任務を遂行すること。 

(e) 各地区協会は、会長及び副会長を選挙する。 

 

第９部 専門委員会 

第19条 

(a) 会議は、この機関の目的の範囲内の問題について研究させ、並びに会議及び執行

理事会に勧告をさせるため、技術専門家で構成する専門委員会を設置することがで

きる。 

(b) この機関の構成員は、専門委員会に代表者を出す権利を有する。 

(c) 各専門委員会は、委員長及び副委員長を選挙する。 

(d) 専門委員会の委員長は、会議及び執行委員会の会合に投票権なしで参加すること

ができる。 

 

第10部 事務局 

第20条 

この機関の常設事務局は、事務局長並びにこの機関の活動上必要な技術職員及び事務

職員で構成する。 

 

第21条 

(a) 事務局長は、会議が承認する条件で会議が任命する。 



(b) 事務局の職員は、会議が定める規則に従い、執行理事会の承認を得て、事務局長

が任命する。 

 

第22条 

(a) 事務局長は、事務局の技術上及び行政上の業務に関し、この機関の総裁に対して

責任を負う。 

(b) 事務局長及び職員は、その任務の遂行に当り、この機関外のいかなる当局からも

指示を求め、又は受けてはならない。それらの者は、その国際的職員としての地 位

を損ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならない。この機関の各構成員は、

事務局長及び職員の責任のもつぱら国際的な性質を尊重しなければならず、 また、

それらの者がこの機関に対する責任を果すに当つてそれらの者を左右しようとして

はならない。 

 

第11部 会計 

第23条 

(a) 会議は、執行理事会による事前の審査の後に同理事会の勧告を附して事務局長が

提出する見積書に基づいて、この機関に要する経費の最高額を決定する。 

(b) 会議は、執行理事会に対して、会議が決定する限度内でこの機関の年次経費を承

認するため必要な権限を委任する。 

 

第24条 

この機関の経費は、会議が決定する割合でこの機関の構成員に割り当てる。 

 

第12部 国際連合との関係 

第25条 

この機関は、国際連合憲章第57条の規定に従つて国際連合と連携関係を有する。ただ

し、この連携関係に関する協定は、国である構成員の３分の２によつて承認されなけれ

ばならない。 

 

第13部 他の機関との関係 

第26条 

(a) この機関は、望ましい他の政府間機関と効果的な関係を設定し、及びこれと密接

に協力する。これらの機関と締結する正式の協定は、会議において又は通信により

国である構成員の３分の２の承認を得ることを条件として、執行理事会が締結する。 

(b) この機関は、その目的の範囲内の問題に関して、民間の国際団体及び、関係政府

の同意を得て、政府又は民間の国内団体と協議し、及び協力するため適当な取極を

することができる。 

(c) この機関は、国である構成員の３分の２の承認を得ることを条件として、他の国

際機関でその目的及び活動がこの機関の目的の範囲内にあるものから、国際協定 

又はそれぞれの機関の権限のある当局の間で締結された相互に受諾することができ



る取極によつてこの機関に付与される任務、資産及び義務を引き受けることが で

きる。 

 

第14部 法的地位、特権及び免除 

第27条 

(a) この機関は、各構成員の領域内で、その目的の達成及びその任務の遂行のために

必要な法律上の行為能力を享有する。 

(b) (ⅰ) この機関は、この条約が適用される各構成員の領域内で、その目的の達成上

及びその任務の遂行のために必要な特権及び免除を享有する。 

(ⅱ) 構成員の代表者、この機関の役員及び職員並びに執行理事会の理事も、同様

に、この機関に関連するその任務を独立に遂行するために必要な特権及び免除

を享有する。 

(c) 前記の法律上の行為能力、特権及び免除は、国である構成員で、1947年11月21日

に国際連合の総会で採択された専門機関の特権及び免除に関する条約に加入したも

のの領域内においては、同条約に定める行為能力、特権及び免除とする。 

 

第15部 改正 

第28条 

(a) この条約の改正案は、会議によるその審議の少くとも６箇月前に、事務局長がこ

の機関の各構成員に送付しなければならない。 

(b) この条約の改正で構成員に新しい義務を負わせるものは、この条約の第11条の規

定に従つて３分の２の多数決による会議の承認を要し、国である構成員の３分 の

２が受諾した時に、改正を受諾した各構成員について効力を生じ、その後は、残余

の構成員がそれを受諾した時にその構成員について効力を生ずる。この改正 は、

自己の国際関係について責任を有しない構成員については、その国際関係の処理に

ついて責任を有する構成員がその構成員のために受諾した時に効力を生ず る。 

(c) その他の改正は、国である構成員の３分の２が承認した時に効力を生ずる。 

 

第16部 解釈及び紛争 

第29条 

この条約の解釈又は適用に関する疑義又は紛争で交渉又は会議によつて解決されな

いものは、関係当事者が他の解決方法に合意しない限り、国際司法裁判所長が任命する

独立の仲裁人に付託する。 

 

第17部 脱退 

第30条 

(a) 構成員は、この機関の事務局長に対して書面により行う12箇月の予告により、こ

の機関から脱退することができる。この機関の事務局長は、この機関のすべての構

成員に対し、直ちにこの脱退通告を通知する。 



(b) 自己の国際関係について責任を有しない構成員は、その国際関係について責任を

有する構成員その他の当局がこの機関の事務局長に対して書面により行う12箇 月

の予告により、この機関から脱退することができる。この機関の事務局長は、この

機関のすべての構成員に対し、直ちにこの脱退通告を通知する。 

 

第18部 停止 

第31条 

構成員がこの機関に対する財政的義務を履行せず、その他この条約に基く義務を履行

しない場合には、会議は、決議により、その構成員が財政的義務その他の義務を履行す

るまで、この機関の構成員としての権利の行使及び特権の享有を停止することができる。 

 

第19部 批准及び加入 

第32条 

この条約は、署名国により批准されなければならない。批准書は、アメリカ合衆国政

府に寄託される。同政府は、各署名国及び各加入国にその寄託の日を通告する。 

 

第33条 

加入は、第３条の規定に従うことを条件として、アメリカ合衆国政府に加入書を寄託

することにより行なう。同政府は、この機関の各構成員にその旨を通告する。 

 

第34条 

この条約の第３条の規定に従うことを条件として、 

(a) 締約国は、この条約を批准し、又はこれに加入する時に、自国が国際関係につい

て責任を有する領域又は領域の集合にこの条約を適用する旨を宣言することができ

る。 

(b) その後は、この条約は、アメリカ合衆国政府に対して行う書面による通告により、

いつでも前記の領域又は領域の集合に適用することができる。この条約は、アメリ

カ合衆国政府が通告書を受領した日に、その領域又は領域の集合に適用される。同

政府は、各署名国及び各加入国に通告書の受領の日を通告する。 

(c) 国際連合は、国際連合が施政権者である信託統治地域又はその集合にこの条約を

適用することができる。アメリカ合衆国政府は、すべての署名国及び加入国にその

適用を通告する。 

 

第20部 効力の発生 

第35条 

この条約は、30番目の批准書又は加入書の寄託の日の後30日目に効力を生じる。この

条約は、その日の後に批准し、又は加入する国については、それぞれその批准書又は加

入書の寄託の日の後30日目に効力を生ずる。 

この条約は、署名のために開放される日をその日付とし、且つ、その後120日の期間

署名のため開放される。 



以上の証拠として、下名は、それぞれの政府から正当に委任を受け、この条約に署名

した。 

1947年10月11日にワシントンで、英語及びフランス語により本書を作成した。これら

の本文は、ひとしく正文とし、その原本は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託して置く。

アメリカ合衆国政府は、その認証謄本をすべての署名国及び加入国に送付する。 

アルゼンティンのために アルフレド・Ｇ・ガルマリーニ 

オーストラリアのために Ｎ・Ｈ・ウォレン 

ベルギー（ベルギー領コンゴーを含む。）のために Ａ・ファン・デン・ブルック 

ベルギー領コンゴーのために Ｎ・ファンデル・エルスト 

ブラジルのために フランシスコ・シャヴィエール・ロドリーゲス・デ・ソーザ 

ビルマのために モン・Ｐ・Ｅ・ 

カナダのために 

アンドルー・トムソン パトリック・Ｄ・マックタガート＝コーワン 

チリのために Ｆ・ニエト・デル・リオ 

中華民国のために 呉烱 

コロンビアのために サンティアゴ・ガラヴィト 

キューバのために グモ・ベルト 

チェッコスロヴァキアのために ドクトル・アロイス・グレゴール 

デンマークのために ヘンリック・カウフマン 

ドミニカ共和国のために ハンス・コーン 

エクアドルのために政府の承認を条件として Ｃ・Ｊ・アロセメナ 

エジプトのために Ｈ・ファフミー 

フィンランドのために Ｊ・ケレーネン 

フランスのために Ａ・ヴィオー 

ギリシャのために Ｅ・Ｓ・ヴルラキス 

グァテマラのために クラウディオ・ウルティア・Ｅ・ 

ハンガリーのために Ｌ・アウエスキー 

アイスランドのために テレシア・グズムンズソン 

インドのために Ｓ・Ｋ・バナジー Ｖ・Ｖ・ソホニー 

アイルランドのために Ａ・Ｈ・ネイグル 

イタリアのために ジュゼッペ・バルバ 

メキシコのために Ｆ・ペーニァ・Ａ 

オランダ王国のために Ｗ・ブレーケル 

ニュー・ジーランドのために Ｍ・Ａ・Ｆ・バーネット 

ノールウェーのために テオドール・ヘッセルベルグ 

パキスタンのために Ｍ・Ｏ・Ａ・ベイグ 

パラグァイのために Ｔ・ファリーニァ・サンチェス 

ポーランドのために Ｊ・ウイニエヴィチ 

ポルトガルのために Ｈ・アモリム・フェレイラ 

フィリピン共和国のために Ｃ・デル・ロサーリオ 



ルーマニアのために 

タイのために チャルーン・Ｖ・ブンナグ 

スウェーデンのために グスタヴ・スレッテンマルク 

スイスのために ジャン・リュジョン 

トルコのために Ｈ・Ｒ・バイドゥル 

南アフリカ連邦のために Ｈ・Ｔ・アンドルース 

ソヴィエト社会主義共和国連邦のために 

グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国のために 

ネルソン・Ｋ・ジョンソン Ｒ・Ｃ・チルヴァー 

アメリカ合衆国のために Ｆ・Ｗ・ライケルダーファー 

ウルグァイのために 海軍中佐 アメリコ・デントーネ 

ヴェネズエラのために 

ユーゴースラヴィアのために ミラン・ヴェミチ 

 

第１附属書 

1947年９月22日にワシントンに招集された国際気象機関の気象台長会議に代表者を

出した国 

アルゼンティン、オーストラリア、ベルギー、ブラジル、ビルマ、カナダ、チリ、中

華民国、コロンビア、キューバ、チェッコスロヴァキア、デンマーク、ドミニカ共和

国、エクアドル、エジプト、フィンランド、フランス、ギリシャ、グァテマラ、ハン

ガリー、アイスランド、インド、アイルランド、イタリア、メキシコ、オランダ、ニ

ュー・ジーランド、ノールウェー、パキスタン、パラグァイ、フィリピン、ポーラン

ド、ポルトガル、ルーマニア、タイ、スウェーデン、スイス、トルコ、南アフリカ連

邦、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合

王国、アメリカ合衆国、ウルグァイ、ヴェネズエラ、ユーゴースラヴィア 

 

第２附属書 

自国の気象機関を有する領域又は領域の集合で、その国際関係について責任を有する

国が1947年９月22日にワシントンに招集された国家気象機関の気象台長会議に代表者

を出したもの 

アングロ＝エジプシャン・スーダン、ベルギー領コンゴー、バーミューダ、英領東ア

フリカ、英領ギアナ、英領西アフリカ、カメルーン、ケープ・ヴェルデ諸島、セイロ

ン、キュラソー、フランス領赤道アフリカ、フランス領オセアニア植民地、フランス

領ソマリランド、フランス領トーゴーランド、フランス領西アフリカ、香港、インド

シナ、ジャマイカ、マダガスカル、マレー、モーリシアス、モロッコ（スペイン地帯

を除く。）、オランダ領インド、ニュー・カレドニア、パレスタイン、ポルトガル領

東アフリカ、ポルトガル領西アフリカ、ローデシア、スリナム、テュニス 


